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令和５年１０月１０日 

成 田 市 農 業 委 員 会  



１．開催日時  令和５年１０月１０日（火） 

        午後１時３０分から午後３時４５分 

 

２．開催場所  市役所６階 大会議室 

 

３．定数及び現員  定数１９名 現員１９名 

 

４．出席委員  １９名 

議長  諏 訪 惠 昨 

１番  木 村 知 子   １１番  矢 﨑 光 二 

２番  大 竹  卓    １２番  萩 原 孝 次 

３番  宮 城 敏 彦   １３番  小 川 美 智 子 

４番  田 中 敏 雄   １５番  宇 井 甲 司 郎 

５番  浅 井 弘 一   １６番  泉 水 厚 子 

６番  京 相  稔    １７番  藤 崎  明 

７番  加 藤  茂    １８番  坂 田 一 郎 

８番  渡 邉 義 行   １９番  湯 浅 恵 介 

９番  諏 訪 和 惠 

１０番  森 川 光 江 

 

５．欠席委員 なし    

 

６．議事日程等 

第１ 議事録署名人の選出 

第２ 会議書記の任命 

第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 令和５年度第８次農用地利用集積計画の決定について 

 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 あっせんの結果について 

報告第４号 農地法の許可を要しない農地転用について 
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報告第５号 農地等の現況に関する照会について 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

  事 務 局 長  井 上 裕 二 

主幹兼農地係長  酒 井 宏 幸 

  振 興 係 長  鎌 形 清 人 

主          査  宮 内 孝 史 

  主     査  青 柳 紀 生 

   

８.傍聴人 

  なし 

      



- 3 - 

 

○議長 総会に先立ちまして、事務局より発言を求められておりますので、これを許可

いたします。 

   （井上事務局長の挙手あり） 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 事務局よりご報告等申し上げます。まず議案第２号、農地法第４条の

規定による許可申請についてですが、本件につきましては、申請人が廃止する道路の

代替道路として、転用を行うという申請でございますが、この申請につきましては、

転用の許可申請は不用である旨、一昨日、許可権者である千葉県印旛農業事務所の確

認を得ました。つきましては、議案審議の必要がなくなりましたので、ご了承いただ

ければと存じます。 

○議長 ありがとうございました。 

ただ今の出席委員は、１９名です。 

定足数に達しておりますので、第４回成田市農業委員会総会を開会し、直ちに会議

に入ります。 

議案の審議に先立ちまして、９月の総会以降の農業委員会業務につきましては、お

手元に配布しました「諸般の報告」のとおりでございます。ご了承願います。 

次に、議事録署名人の選出でございますが、慣例により、議長において、７番  

加藤茂委員、８番 渡邉義行委員の両名を指名いたします。また、書記に鎌形振興係

長を任命します。 

○議長 それでは、本日提案されます議案及び報告につきましては、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 令和５年度第８次農用地利用集積計画の決定について 

 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 あっせんの結果について 

報告第４号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第５号 農地等の現況に関する照会について 

以上、議案４件、報告５件でございます。 

なお、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請については、事務局から説

明のありましたように、転用許可が不要であり、議案審議に諮らないこととなります

ので、ご承知おきください。 
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○議長 初めに、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、農業委

員会等に関する法律第３１条の規定により、湯浅委員は議事に参与できませんので、

暫時退室願います。 

（湯浅委員 退室） 

○議長 それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を提案

いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○議長 それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を提案

いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集３ページをお開き願います。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、でございます。 

全体で２１件の申請がございました。 

①売買でございます。１７件の申請がございました。 

１番、長沼にお住まいの譲受人が、大袋にお住まいの譲渡人が所有する、長沼の田

１筆、２５７㎡を売買により取得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「自己所有農地に隣接し、耕作に便利なため」というもので、取得

後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「耕作するのに

不便なため、申請地を譲渡したい」というもので、総会資料１ページに案内図がござ

います。 

２番、船形にお住まいの譲受人が、千葉市中央区の破産管財人が管理する、船形の

畑２筆、合計１，１３６㎡を売買により取得したいという申請でございます。譲受人

の事由は、「隣接地を所有しており、一体として耕作するため、申請地を取得したい」

というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事

由は、「破産管財物件の処分のため」というもので、総会資料２ページが案内図でござ

います。 

議案集４ページでございます。 

３番、船形にお住まいの譲受人が、千葉市中央区の破産管財人が管理する、船形の

畑１筆、及び田４筆、並びに下方干拓の田２筆、合計１１，３２９㎡を売買により取

得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約

書が添付されております。譲渡人の事由は、「破産管財物件の処分のため」というもの
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で、総会資料３ページが案内図でございます。 

４番、大室にお住まいの譲受人が、宮城県富谷市にお住まいの譲渡人が所有する、

大室の畑１筆、及び田１筆、合計６７㎡を売買により取得したいという申請でござい

ます。 

譲受人の事由は、「譲渡人の希望による」というもので、取得後は自ら耕作する旨の

確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「遠隔地で耕作できないため」という

もので、総会資料４ページが案内図でございます。 

続きまして、議案集４ページから６ページでございます。５番から１０番までは、

同一の譲受人による申請であり、関連がございますので一括してご説明いたします。 

譲受人である香取市の法人が、５番は、関戸にお住まいの譲渡人が所有する、関戸

の田８筆、合計２，３３７.９７㎡を、６番は、関戸にお住まいの譲渡人が所有する、

関戸の田６筆、合計２，０２０㎡を、７番は、関戸にお住まいの譲渡人が所有する、

土屋の田３筆及び関戸の田１筆、合計２９６.７６㎡を、８番は、和田にお住まいの譲

渡人が所有する、関戸の田１筆、１３７㎡を、９番は、関戸にお住まいの譲渡人が所

有する、関戸の田２筆、合計１，００８㎡を、１０番は、和田にお住まいの譲渡人が

所有する、関戸の田２筆、合計５０８㎡を、売買により取得したいという申請でござ

います。譲受人の事由は、「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨

の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「耕作ができないため、申請地を譲

渡したい」というもので、総会資料５ページが案内図でございます。 

１１番、大沼にお住まいの譲受人が、東京都江東区にお住まいの譲渡人が所有する、

大沼の畑１筆、３８０㎡を売買により取得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「経営規模の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約

書が添付されております。譲渡人の事由は、「遠隔地に居住しており耕作できないため、

申請地を譲渡したい」というもので、総会資料６ページが案内図でございます。 

議案集７ページでございます。 

１２番、茨城県稲敷郡河内町にお住まいの譲受人が、佐倉市にお住まいの譲渡人が

所有する、西大須賀の畑２筆、合計１，９５７㎡を売買により取得したいという申請

でございます。 

譲受人の事由は、「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約

書が添付されております。譲渡人の事由は、「耕作できないため、申請地を譲渡したい」

というもので、総会資料７ページが案内図でございます。 

１３番、松崎にお住まいの譲受人が、同じく松崎にお住まいの譲渡人が所有する、

松崎の田５筆、合計９０２㎡を売買により取得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「相手方の要望による」というもので、取得後は自ら耕作する旨の
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確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「高齢で後継者もいないため、申請地

を譲渡したい」というもので、総会資料８ページが案内図でございます。 

１４番、芝にお住まいの譲受人が、佐倉市にお住まいの譲渡人が所有する、芝の田

１筆、１，７５０㎡を売買により取得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約

書が添付されております。譲渡人の事由は、「耕作ができないため、申請地を譲渡した

い」というもので、総会資料９ページが案内図でございます。 

議案集８ページでございます。 

１５番及び１６番は同一の譲受人による申請であり、関連がございますので、一括

してご説明いたします。 

小泉にお住まいの譲受人が、１５番は、下金山にお住まいの譲渡人が所有する、下

金山の畑１筆及び田５筆、合計６４１．４８㎡を、１６番は、下金山にお住まいの譲

渡人が所有する、下金山の田１筆、９．９１㎡を売買により取得したいという申請で

ございます。譲受人の事由は、「住宅を建築する場所に隣接した申請地を取得したい」

というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事

由は、「耕作ができないため、申請地を譲渡したい」というもので、総会資料１０ペー

ジが案内図でございます。 

１７番、官林にお住まいの譲受人が、同じく官林にお住まいの譲渡人が所有する、

官林の畑１筆、４，１９７㎡を売買により取得したいという申請でございます。 

譲受人の事由は、「現在所有する農地に隣接した申請地を取得したい」というもので、

取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由は、「高齢で後

継者もいないため、申請地を譲渡したい」というもので、総会資料１１ページが案内

図でございます。 

議案集９ページでございます。 

②賃借権の設定でございます。４件の申請がございました。 

１番、賃借人である岐阜県養老郡養老町の法人が、芝にお住まいの賃貸人が所有す

る芝の畑５筆、合計３，５１２㎡に賃借権を設定したいというものでございます。 

賃借人の事由は「農業経営の拡大」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約

書が添付されております。賃貸人の事由は、「相手方の要望による」というもので、総

会資料１２ページに案内図がございます。 

２番、埼玉県富士見市にお住いの賃借人が、名木にお住まいの賃貸人が所有する名

木の畑３筆、合計２，５０７㎡に、賃借権を設定したいという申請でございます。本

案は１０月３日に開催されました、第３小委員会において新規就農面接を実施してお

ります。 
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賃借人の事由は「親戚と賃借により権利を設定し、新規就農したい」というもので、

取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されております。賃貸人の事由は、「高齢で耕

作ができないため」というもので、総会資料１３ページが案内図でございます。 

 続きまして、３番及び４番は、同一の賃借人による申請であり、関連がございます

ので一括してご説明いたします。なお、本案につきましても、１０月３日に開催され

ました、第３小委員会において新規就農面接を行っております。 

賃借人である市川市の法人が、３番は、前林にお住まいの賃貸人が所有する前林の

畑３筆、合計３，５４０㎡に、４番は、前林にお住まいの賃貸人が所有する前林の畑

４筆、合計４，１４９㎡に、賃借権を設定したいという申請でございます。 

賃借人の事由は「隣地で宿泊施設を運営し、来場者に対して収穫体験を提供するた

め、申請地を賃借したい」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付さ

れております。賃貸人の事由は、「高齢のため申請地を賃貸し、農業経営を縮小したい」

というもので、総会資料１４ページが案内図でございます。 

以上で、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、の説明を終わ

らせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、①売買について審議いたします。法令に基づく詳細な説明をお願い

いたします。 

（宮内主査の挙手あり） 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 議案集は３ページ、案内図・公図は１ページになります。 

３条①売買の１番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１番は、田１筆を取得し、

水稲を作付けしたいという営農計画です。  

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、３条①売買の２番につきましては、提出されました許可申請書及び添
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付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利

用して耕作の事業を行うこと」については、申請地は雑草が繁茂している状態でした

が、破産管財人による財産処分の為、草刈りができなかったことから、今回の許可後、

速やかに草刈り及びトラクターにより、農地復元する旨の誓約書が添付されておりま

す。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の２番は、畑２筆を取得し、

栗を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の２番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、議案集４ページ、案内図・公図は３ページになります。 

３条①売買の３番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の３番は、田６筆、畑１筆を

取得し、水稲及びトマトを作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の３番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、３条①売買の４番につきましては、提出されました許可申請書及び添

付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利

用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 
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許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の４番は、田１筆、畑１筆を

取得し、水稲及び栗を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の４番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、議案集は４ページから６ページ、案内図・公図は５ページになります。 

３条①売買の５番から１０番につきましては、法人による農地の売買でございます。

法人形態は株式会社、事業要件は必須条件の農業について、農産物の生産と販売が定

款及び登記事項証明書の目的欄に記載されております。構成員要件の構成員は６名で

あり、議決権要件については、構成員である役員６名が法人の農業の常時従事者であ

り、その者の議決権の割合は１００％となり、総数の過半を満たしております。また、

業務執行権要件は、構成員である役員６名が法人の農業に常時従事しております。こ

のことから、農地所有適格法人の要件を満たしております。 

提出されました許可申請書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第

１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと」については、申請

地は雑草が繁茂している状態でしたが、こちらにつきましては譲渡人が高齢であり、

草刈りが出来なかったことから、今回の許可後１１月までに草刈り及びトラクターに

より農地を復元する旨の誓約書が提出されております。 

許可基準第４号の「法人が行う農作業に常時従事すること」についても、農作業に

従事する日数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の５番から１０番は、田２３

筆を取得し、大豆を作付けしたいという営農計画です。取得後において行う耕作の内

容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周

辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないと

判断されます。 

以上のことから売買の５番から１０番については、農地法第３条第２項各号の不許

可の場合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者です。 

続きまして、議案集は６ページ、案内図・公図も同じく６ページになります。 

３条①売買の１１番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を

事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作
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の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１１番は、畑１筆を取得し、

甘藷の苗を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１１番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当ては

まらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、議案集は７ページ、案内図・公図は７ページになります。 

３条①売買の１２番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を

事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作

の事業を行うこと」については、申請地は雑草が繁茂している状態でしたが、こちら

につきましては譲渡人が成田を離れており、草刈りが出来なかったことから、今回の

許可後１０月中に草刈り及びトラクターにより農地復元する旨の誓約書が提出されて

おります。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１２番は、畑２筆を取得し、

主にトマトやナスなどを作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１２番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当ては

まらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、３条①売買の１３番につきましては、提出されました許可申請書及び

添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に

利用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１３番は、田５筆を取得し、
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水稲を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１３番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当ては

まらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者です。 

続きまして、３条①売買の１４番につきましては、提出されました許可申請書及び

添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に

利用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１４番は、田１筆を取得し、

水稲を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１４番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当ては

まらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 

続きまして、議案集は８ページ、案内図・公図は１０ページになります。 

３条①売買の１５番及び１６番につきましては、提出されました許可申請書及び添

付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利

用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１５番及び１６番は、現況

畑７筆を取得し、ネギを作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１５番及び１６番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場

合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。 
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続きまして、３条①売買の１７番につきましては、提出されました許可申請書及び

添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に

利用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、売買の１７番は、畑１筆を取得し、

落花生を作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１７番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当ては

まらないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。以上でございます 

○議長 続きまして、①売買の１番について、小委員長より小委員会報告をお願いいた

します。 

（坂田 小委員長の挙手あり） 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 小委員会につきましては１０月３日午後１時から、市役所６階中会議室に

おきまして、第３小委員会を開催いたしました。会議につきましては農業委員６名、

農地利用最適化推進委員４名、合わせまして１０名の出席により、開催をしておりま

す。内容につきましては、新規就農に係る２名の面接の他、本総会に提案される各議

案につきまして、事前審査を行っております。農地法第３条の許可申請案件につきま

しては写真による確認、農地法第５条の許可申請案件につきましては、現地確認を行

っております。 

本案件でございます議案第１号、農地法第３条①売買の１番につきましては、申請

地は、長沼共同利用施設の北西、市道長沼１号線の南側に位置する農地で、田として

管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の１番に関するご意見・ご質問を

お願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１番を採決いたします。本案につ

いて小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 
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○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１番は可決されました。

続きまして、①売買の２番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の２番につきましては、申請地は船形公

民館の東、市道船形八代線の北側に位置する農地で、畑として管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の２番に関するご意見・ご質問をお願いい

たします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の２番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の２番は可決されました。

続きまして、①売買の３番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の３番につきましては、申請地は２番と

同じく、船形公民館の東、市道船形八代線の北側及び南側並びに、公津スポーツ広場

の西、市道下方酒々井線の西側に位置する農地で、畑及び田として管理されておりま

した。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の３番に関するご意見・ご質問をお願いい

たします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の３番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の３番は可決されました。 

続きまして、①売買の４番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の４番につきましては、申請地は土室区

騒音地域集会所の東、市道土室大室線の南側に位置する農地で、畑及び田として管理
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されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の４番に関するご意見・ご質問をお願いい

たします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の４番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の４番は可決されました。 

続きまして、①売買の５番から１０番については、同一の譲受人による申請であり、

関連がございますので、一括して小委員会報告をお願いいたします。 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の５番から１０番につきまして、報告申

し上げます。 

申請地は、成田国際文化会館の北東、県道６３号成田下総線の西側に位置する農地

で、田として管理されておりました。 

審査の中で委員より、「写真で確認する限り荒れているようだが、事務局の判断

は」との質問があり、事務局から「譲受人である法人からは、１１月までにきれいに

するという誓約書が出されており、支障はないものと考えている。」との説明があり

ました。また、関連して「草刈り等きれいになった時点で、事務局で確認をしてもら

いたい。」との要望が委員からありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の５番から１０番に関するご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（藤崎委員の挙手あり） 

○議長 藤﨑委員 

○藤崎委員 香取市の法人だが、遠く成田市の田を買って、田として耕作するのか、他

の作物を作付けするのか、聞いていれば教えてください。 

   （青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 営農計画では大豆を作付けしたいと伺っています。 

○議長 他にありませんか。 

   （異議なしの声あり） 



- 15 - 

 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の５番から１０番を採決いたします。

なお、採決は案件ごとに行います。それでは、①売買の５番について、小委員長報告

のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の５番は可決されました。 

続きまして、①売買の６番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の６番は可決されました。 

続きまして、①売買の７番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の７番は可決されました。 

続きまして、①売買の８番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の８番は可決されました。 

続きまして、①売買の９番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の９番は可決されました。 

続きまして、①売買の１０番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手

を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１０番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１１番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１１番につきましては、申請地は大沼

公民館の北東、市道大沼２号線の南側に位置する農地で、畑として管理されておりま

した。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 
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○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１１番に関するご意見・ご質問をお願い

いたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１１番を採決いたします。本案に

ついて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１１番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１２番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１２番につきましては、申請地は四谷

共同利用施設の北、市道西大須賀四谷線の西側に位置する農地で、畑として管理され

ておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１２番に関するご意見・ご質問をお願い

いたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１２番を採決いたします。本案に

ついて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１２番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１３番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１３番につきましては、申請地は八生

公民館の北、市道大竹坂東後田線の南及び北側に隣接する農地で、田として管理され

ておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１３番に関するご意見・ご質問をお願い

いたします。 
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   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１３番を採決いたします。本案に

ついて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１３番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１４番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１４番につきましては、申請地は芝共

同利用施設の東、市道芝昭栄線の東側に位置する農地で、田として管理されておりま

した。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１４番に関するご意見・ご質問をお願い

いたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１４番を採決いたします。本案に

ついて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１４番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１５番及び１６番につきましては、同一の譲受人による申請

であり、関連がございますので、一括して小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長  

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１５番及び１６番につきましては、申

請地は下金山共同利用施設の北東、市道和田下金山線の東側に位置する農地で、田と

して管理されておりました。 

審査の中で委員から、「譲受人は空港移転の対象者か」との質問がありました。事務

局から「移転対象者であり、議案第３号の中に、農家住宅用地として転用申請が提出

されている。」との説明がありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１５番及び１６番に関するご意見・ご質
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問をお願いいたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１５番及び１６番を採決いたしま

す。なお、採決は案件ごとに行います。それでは、①売買の１５番について、小委員

長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１５番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１６番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手

を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１６番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の１７番について、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。   

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条①売買の１７番につきまして報告申し上げます。 

申請地は官林公民館の北西、市道前林新木戸線の東側に位置する農地で、畑として

管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１７番に関するご意見・ご質問をお願い

いたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１７番を採決いたします。本案に

ついて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の１７番は可決されまし

た。 

続きまして、②賃借権の設定について審議いたします。法令に基づく詳細な説明を

お願いいたします。 

（宮内主査の挙手あり） 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 議案集は９ページ、案内図・公図は１２ページになります。 
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３条②賃借権の設定の１番につきましては、法人が賃借により、現況：畑５筆を借

りる申請でございます。 

法人形態は株式会社、賃借契約に解除条件が附されていることについては、賃貸借

契約書の中に「農地を適正に利用していないと認められる場合には、賃貸借契約を解

除する」旨の条件の記載があり、要件を満たしております。地域における適切な役割

分担のもと、継続的な農業経営を行うことについては、確約書が提出されており、要

件を満たすと思われます。業務執行役員又は使用人のうち、１人以上が農業に常時従

事することについては、重要な使用人２名が農業に常時従事しております。このこと

から、農地所有適格法人以外の法人が農地を借りるための要件を満たしております。

また、農政課からは９月２６日付けで意見等ない旨いただいております。 

提出されました許可申請書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第

１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと」については、要件

を満たしております。 

許可基準第４号の「法人が行う農作業に常時従事すること」については、農作業に

従事する日数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。また、許可基準

第６号の「地域との調和要件」ですが、賃借権の設定の１番は、現況：畑５筆を賃借

し、甘藷及び人参を作付けしたいという営農計画です。取得後において行う耕作の内

容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周

辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないと

判断されます。 

以上のことから賃借権の設定の１番については、農地法第３条第２項各号の不許可

の場合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、賃借人は認定農業者ではありません。 

続きまして、３条②賃借権の設定の２番につきましては、提出されました許可申請

書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効

率的に利用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

  許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、賃借権の設定の２番は畑３筆を賃

借し、かぶを作付けしたいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから、賃借権の設定の２番は、農地法第３条第２項の各号の不許可の場



- 20 - 

 

合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、賃借人は認定農業者ではありません。 

続きまして、３条②賃借権の設定の３番及び４番につきましては、法人が賃借によ

り、畑７筆を借りる申請でございます。 

法人形態は株式会社、賃借契約に解除条件が附されていることについては、賃貸借

契約書の中に「農地を適正に利用していないと認められる場合には、賃貸借契約を解

除する」旨の条件の記載があり、要件を満たしております。地域における適切な役割

分担のもと、継続的な農業経営を行うことについては、確約書が提出されており、要

件を満たすと思われます。業務執行役員又は使用人のうち、１人以上が農業に常時従

事することについては、重要な使用人２名が農業に常時従事しております。このこと

から、農地所有適格法人以外の法人が農地を借りるための要件を満たしております。

また、農政課からは口頭で意見等ない旨いただいております。提出されました許可申

請書及び添付書類等を事前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを

効率的に利用して耕作の事業を行うこと」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「法人が行う農作業に常時従事すること」については、農作業に

従事する日数が年間１５０日以上であり、要件を満たしております。 

また、許可基準第６号の「地域との調和要件」ですが、賃借権の設定の３番及び４

番は、畑７筆を賃借し、甘藷及びナス、ピーマンなどを作付けしたいという営農計画

です。取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地

の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合

的な利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから、賃借権の設定の３番及び４番については、農地法第３条第２項各

号の不許可の場合に当てはまらないと判断いたしました。 

なお、賃借人は認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 続きまして、②賃借権の設定の１番について、小委員長より小委員会報告をお

願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条②賃借権の設定の１番につきましては、申請地

は竜面集会所の北東、市道芝昭栄線の東側に位置する農地で、畑として管理されてお

りました。  

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、②賃借権の設定の１番に関するご意見・

ご質問をお願いいたします。 
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   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、②賃借権の設定の１番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条②賃借権の設定の１番は可決さ

れました。 

続きまして、②賃借権の設定の２番について、小委員長より小委員会報告をお願い

いたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条②賃借権の設定の２番につきましてです。申請

地は大栄消防署下総分署の北西、市道高青山旧県道線の西側に隣接する農地で、畑と

して管理されておりました。本案につきましては新規就農のため、小委員会で面接調

査を行いました。 

営農計画としては、かぶを作付けしたいという計画で、従事者については、当面は

本人と夫で対応していくとのことでした。また、農業経験につきましては、かぶ農家

の仕事を３年ほど手伝っていたとのことであり、耕作に必要な農機具として、トラク

ター及び播種機等の購入を予定しているとのことでした。 

また、５年後の経営面積は、３町歩ほどを目指したいとの説明がありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、②賃借権の設定の２番に関するご意見・ご質問を

お願いいたします。 

   （藤崎委員の挙手あり） 

○議長 藤崎委員 

○藤崎委員 賃借人の住所が埼玉県ですが、本人はまだ埼玉県にいるのでしょうか。 

   （宮内主査の挙手あり） 

○宮内主査 埼玉県におり、営農については埼玉県から通うと聞いております。 

○藤崎委員 面積は３町歩を耕作する計画なのでしょうか。 

○宮内主査 そのように聞いております。機械について注文はしたそうですが、届くま

では香取市にいる父親から借りて、しばらくは作業するということです。 

○議長 その他ご質問ありますか 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、②賃借権の設定の２番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 
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（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条②賃借権の設定の２番は可決さ

れました。 

続きまして、②賃借権の設定の３番及び４番については、同一の賃借人による申請

であり、関連がございますので、一括して小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条②賃借権の設定の３番及び４番につきまして報

告いたします。申請地は、多良貝駐在所の北東、市道多良貝大堀山線の東側及び西側

に隣接する農地で、畑として管理されておりました。また、新規就農のため、本案に

つきましても、小委員会で面接調査を行っております。 

営農計画としては、隣地で宿泊施設を建設しており、その来場者に対して収穫体験

を提供するため、野菜等を作付けしたいという計画です。 

農業は未経験ですが、同種の事業を行っている法人が近隣自治体にあり、農業経営

に関しても協力を得られる予定であることから、業務提携等により、農業を含めた事

業経営を進めていきたいという説明がありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、②賃借権の設定の３番及び４番に関するご意見・

ご質問をお願いいたします。 

   （異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、②賃借権の設定の３番及び４番を採決いた

します。なお、採決は案件ごとに行います。それでは、②賃借権の設定の３番につい

て、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条②賃借権の設定の３番は可決さ

れました。続きまして、②賃借権の設定の４番について、小委員長報告のとおり、賛

成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条②賃借権の設定の４番は可決さ

れました。 

以上で、議案第１号の審議を終わらせていただきます。 

退室されていた委員の入室をお願いいたします。 

（湯浅委員 入室） 
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○議長 次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、を提案いた

します。事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり) 

〇議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集１２ページをお開き願います。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、でございます。全体で

１８件の申請がございました。 

①売買でございます。新規の許可申請が５件、許可後の計画変更承認（承継）が１

件、合計６件の申請がございました。 

１番、小泉にお住まいの譲受人が、下金山にお住まいの譲渡人が所有する、下金山

の畑２筆及び田５筆、合計９９４．６㎡を売買により取得し、「農家住宅用地」として、

転用したいという申請でございます。総会資料１７ページに案内図、１８ページが公

図の写しでございます。 

２番、吉岡にお住まいの譲受人が、同じく吉岡にお住まいの譲渡人が所有する、吉

岡の畑１筆、１，２１２㎡を売買により取得し、「貸資材置場用地」として、転用した

いという申請でございます。総会資料１９ページに案内図、２０ページが公図の写し

でございます。 

３番、前林にお住まいの譲受人が、船橋市にお住まいの譲渡人が所有する、前林の

畑１筆、４５㎡を売買により取得し、「駐車場増設に伴う進入路用地」として、転用し

たいという申請でございます。総会資料２１ページに案内図、２２ページが公図の写

しでございます。 

議案集１３ページをお開きください。 

４番、名木にお住まいの譲受人が、中里にお住まいの譲渡人が所有する、中里の畑

１筆、１２９㎡を売買により取得し、「農家住宅用地」として、転用したいという申請

でございます。総会資料２３ページに案内図、２４ページが公図の写しでございます。 

５番、名古屋にお住まいの譲受人が、東京都目黒区にお住まいの譲渡人が所有する、

名古屋の畑１筆、５２４㎡を売買により取得し、「専用住宅用地」として、転用したい

という申請でございます。総会資料２５ページに案内図、２６ページが公図の写しで

ございます。 

続きまして、６番の許可後の計画承認（承継）及び１６ページ③賃借権の設定の１

番につきましては、同一事業者による同一の事業であり、関連がございますので、一

括してご説明いたします。 

６番、許可後の計画変更承認（承継）は、はなのき台にお住いの当初事業者が、「貸

研修施設用地」として、令和３年８月２５日付けで、千葉県知事の許可を取得してお
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りますが、承継人である、はなのき台の法人が、農業経営に参入したことによって貯

蔵用農業倉庫が必要となったため、転用事由を当初の「貸研修施設用地」から「農業

用倉庫用地」に変更したいという申請でございます。 

１６ページ③賃借権の設定の１番は、賃借人である、はなのき台の法人が、同じく、

はなのき台にお住まいの賃貸人が所有する、竜台の畑１筆、９１２㎡に賃借権を設定

し、「農業用倉庫用地」として転用したいという申請でございます。総会資料２７ペー

ジに案内図、２８ページが公図の写しでございます。 

議案集１４ページにお戻りください。 

②使用貸借権の設定でございます。新規の許可申請が１件、許可後の計画変更承認

が３件、合計４件の申請がございました。 

１番、村田にお住まいの借受人が、同じく村田にお住まいの貸付人が所有する、村

田の畑１筆、４９６㎡を借り受け、「専用住宅用地」として転用したいという申請でご

ざいます。総会資料２９ページに案内図、３０ページが公図の写しでございます。 

続きまして、許可後の計画変更承認の２番から４番及び議案集１７ページ③賃借権

の設定 許可後の計画変更承認の５番から８番につきましても、同一の事業者による同

一事業であり、関連がございますので、一括してご説明いたします。 

②使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認です。借受人である松子の法人が、２

番は、松子にお住まいの貸付人が所有する、松子の畑１筆、９０１㎡に、３番は、松

子にお住まいの貸付人が所有する、松子の畑７筆、合計８，４７５㎡に、４番は、松

子にお住まいの貸付人が所有する、松子の畑１筆、６４６㎡に使用貸借権を設定し、

続いて、議案集１７ページから１８ページ、③賃借権の設定 許可後の計画変更承認で

ございます。 

５番は、津富浦にお住まいの賃貸人が所有する、松子の畑１筆、９０４㎡に、６番

は、松子にお住まいの賃貸人が所有する、松子の畑１筆、７７８㎡に、７番は、松子

にお住まいの賃貸人が所有する、松子の畑１筆、１，６２６㎡に、８番は、松子にお

住まいの賃貸人が所有する、松子の畑１筆、２，７７０㎡に賃借権を設定し、砂利採

取計画の変更により一時転用期間を延長し、「砂利採取用地」として、令和６年１１月

３０日まで使用したいという申請でございます。総会資料３１ページに案内図、３２

ページが公図の写しでございます。 

それでは、議案集１６ページにお戻りください。 

③賃借権の設定でございます。新規の許可申請が４件、許可後の計画変更承認が４

件、合計８件の申請がございました。 

２番、賃借人である佐倉市の法人が、吉倉にお住まいの賃貸人が所有する、吉倉の

畑１筆の一部、４００㎡に賃借権を設定し、「作業用ヤード用地及び進入路用地」とし
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て、令和６年３月２９日まで、一時転用したいという申請でございます。 総会資料

３３ページに案内図、３４ページが公図の写しでございます。 

３番、賃借人である旭市の法人が、芝にお住まいの賃貸人が所有する、芝の畑１筆、

７２４㎡に賃借権を設定し、「仮設事務所及び資材置場用地」として、令和６年２月２

９日まで、一時転用したいという申請でございます。 総会資料３５ページに案内図、

３６ページが公図の写しでございます。 

議案集１７ページでございます。 

４番、賃借人である東京都千代田区の法人が、川栗にお住まいの賃貸人が所有する、

川栗の畑２筆、合計１，９９８．９６㎡に賃借権を設定し、「店舗用地」として転用し

たいという申請でございます。 総会資料３７ページに案内図、３８ページが公図の

写しでございます。 

以上で、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について、の説明を終わ

らせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、農地法第５条①売買の１番について審議いたします。法令に基づく

詳細な説明をお願いいたします 

（青柳主査の挙手あり) 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１２ページ、案内図・公図は１７ページ、１８ページをご覧くだ

さい。５条①売買の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和５年８月１８日公告により除

外済みです。除外後は、第１種農地です。第１種農地は、原則として許可をすること

ができないとされていますが、周辺地域居住者の日常生活上必要な施設で、集落に接

続して設置されるものであるため、許可できる例外規定に該当します。 

転用目的は、航空機騒音障害防止特別地区内の居住者の移転補償に伴う農家住宅用

地です。 

資力及び信用につきましては、移転補償概算額証明書が添付されており、信用性に

ついて問題となる点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１１月１０日着手、令和６

年７月３１日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、道路法につきましては、法定外公共物占用許

可申請書が令和５年９月２２日付けで提出されております。 

計画面積の妥当性については、９９４．６平方メートルの敷地に、建築面積約１３

９平方メートルの農家住宅及び建築面積約７８平方メートルの農業用倉庫を設ける計

画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ農家住宅の上限である、おおむね 
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１，０００平方メートルを下回っていることから、妥当な計画面積となっております。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸

透桝６基を設置し、汚水雑排水処理のための合併浄化槽と合流させ、法定外道路埋設

の道路側溝に接続し排水する計画です。また、農業用の用排水施設への支障、集団的

に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の１番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の１番につきましては、申請地は下金山

共同利用施設の北東、市道和田下金山線の北側に隣接する農地で、現況は耕作されて

おらず、草刈管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の１番に関する、ご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の１番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の２番について審議いたします。法令に基づく詳

細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり) 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 続きまして、議案集は１２ページ、案内図・公図は１９ページ、２０ペー

ジをご覧ください。５条①売買の２番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和５年８月１８日公告により除

外済みです。除外後は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２

種農地に該当します。 

  転用目的は、貸資材置場です。貸資材置場は、原則として許可をすることができな

いとされていますが、会社の役員が取得・整備し、当該会社に貸し付けるものである

ため、許可出来る例外規定に該当します。 

資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな
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る点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１１月１日着手予定、令和

５年１１月２０日完了予定です。 

  計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断いたしました。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水は

自然浸透とする計画です。また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農

地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 続きまして、①売買の２番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願い

いたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の２番につきましては、申請地は大栄工

業団地の南西、県道横芝下総線を北に入った農地で、現況は耕作されておらず、草刈

管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の２番に関する、ご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の２番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の２番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の３番について審議いたします。法令に基づく詳

細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は同じく１２ページ、案内図・公図は２１ページ、２２ページをお

開きください。５条①売買の３番です。 

農地の区分は、第１種農地です。第１種農地は、原則として許可をすることができ

ないとされていますが、隣接地と一体で同一事業を行うために農地転用を行う場合で、

事業目的達成のために農地転用が必要と認められ、かつ、開発面積に占める第１種農

地の割合が３分の１以下であるため、許可できる例外規定に該当します。 
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転用目的は、駐車場増設に伴う進入路用地です。 

 資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１０月１日着手、令和５年

１２月１０日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、駐車場への転用は、普通車１台当たり２５から３０

平方メートルという面積基準があります。有効面積のうち１台当たりの面積は約２８

平方メートルのため、面積基準に鑑みて妥当な計画です。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、自然浸透とする計画です。また、農業用の用排水

施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

  その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の３番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の３番につきましては、申請地は前林第

二中央公民館の南西、市道大堀山西ノ入線を南側に入った農地で、現況は耕作されて

おらず、草刈管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の３番に関する、ご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の３番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の３番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の４番について審議いたします。法令に基づく詳

細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１３ページ、案内図・公図は２３ページ、２４ページをお開きく

ださい。５条①売買の４番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地
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に該当します。 

  転用目的は、農家住宅用地です。 

 資力及び信用については、残高証明書及び融資見込み証明書が添付されており、信

用性について問題となる点は認められません。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和５年１１月１５日着手、令和６

年３月３０日完了の予定です。 

 申請に係る農地以外の土地を利用できる見込みについては、自己所有地であり、問

題となる点は認められません。 

 計画面積の妥当性については、登記地目雑種地部分の８１４平方メートルを合わせ

た計９４３平方メートルの敷地に、建築面積約１１７平方メートルの農家住宅を設け

る計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ農家住宅の上限である、おおむ

ね１，０００平方メートルを下回っていることから、妥当な計画面積となっておりま

す。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸

透桝にて敷地内浸透処理とする計画です。また、農業用の用排水施設への支障、集団

的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 続きまして、①売買の４番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願い

いたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の４番につきましては、申請地は中里冬

父コミュニティセンターの南、市道名古屋中里線を南側に入った農地で、現況は耕作

されておらず、草刈管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の４番に関する、ご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の４番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の４番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の５番について審議いたします。法令に基づく詳

細な説明をお願いいたします。 
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（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１３ページ、案内図・公図は２５ページ、２６ページをお開きく

ださい。５条①売買の５番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。  

  転用目的は、専用住宅用地です。 

 資力及び信用については、残高証明書及び融資見込み証明書が添付されており、信

用性について問題となる点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１２月５日着手、令和６年

５月１０日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、５２４平方メートルの敷地に、建築面積約１０１平

方メートルの専用住宅及び建築面積約１７平方メートルの車庫を設ける計画であり、

指針に示す基準の範囲内であり、かつ一般専用住宅の上限である、おおむね５００平

方メートルを下回っていることから、妥当な計画面積となっております。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸

透桝にて敷地内浸透処理とする計画です。また、農業用の用排水施設への支障、集団

的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

  その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の５番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願いいたし

ます。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の５番につきましては、申請地は小御門

保育園の西、市道小帝水砂線を北側に入った農地で、現況は耕作されておらず、草刈

管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の５番に関する、ご意見・ご質問

をお願いいたします。 

（加藤委員の挙手あり） 

○議長 加藤委員 

○加藤委員 専用住宅用地として、５２４平方メートルとありますが、先ほどの説明で

は５００平方メールを下回っているということでありましたが、どういうことでしょ

うか。 
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   （宮内主査の挙手あり） 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 法令に基づく説明では、おおむね５００平方メートルと申し上げておりま

すが、おおむねというのは１割まで増えるというのを見込んでいます。実際には５５

０平方メートルまでを上限とするという考え方です。 

○議長 その他ご質問等ありますか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の５番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の５番は可決されました。 

続きまして、①売買の６番、許可後の計画変更承認（承継）及び③賃借権の設定の

１番につきましては、同一の事業者による同一事業であり関連がございますので、一

括して審議いたします。法令に基づく詳細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は同じく１３ページ及び１６ページ、案内図・公図は２７ページ、

２８ページをご覧ください。 

５条①売買、許可後の計画変更承認（承継）の６番と③賃借権の設定の１番です。 

  農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

転用目的は、農業用倉庫用地です。 

計画変更の審査基準への適合状況については、事業計画の変更が故意や重大な過失

によるものでなく、やむを得ない理由によるものと認められること、事業計画に従っ

て実施されることが確実であること、周辺農地等に及ぼす影響が、変更前に比べて増

加しないこと、という要件をすべて満たしていると思われます。 

次に、転用許可基準による検討事項ですが、資力及び信用については、残高証明書

及び補助金交付決定通知書が添付されており、信用性について問題となる点は認めら

れません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和６年３月１日着手、令和６年５

月３１日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断いたしました。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸
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透桝を設置し、敷地内処理とする計画です。なお、農業用の用排水施設への支障、集

団的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の６番及び③賃借権の設定の１番につきまして、小委員長より小

委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買、許可後の計画変更承認（承継）の６番

及び③賃借権の設定の１番につきましては、申請地は、竜台共同利用施設の西、市道

北羽鳥竜台線の西側に隣接する農地で、現況は耕作されておらず、草が生い茂ってお

りました。 

審査の中で委員より、「この法人は何を作付けしているのか。また、農業用倉庫はど

のように利用するのか」との質問があり、事務局から「甘藷を作付けし、用途は甘藷

貯蔵庫である。」との説明がありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の６番及び③賃借権の設定の１番

に関する、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買、許可後の計画変更承認（承継）の

６番及び③賃借権の設定の１番を採決いたします。なお、採決は案件ごとに行います。 

 それでは、①売買 許可後の変更承認(承継)の６番について、小委員長報告のとおり、

賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の６番、許可後の計画変

更承認（承継）は可決されました。 

続きまして、③賃借権の設定の１番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員

の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定の１番は可決さ

れました。 

続きまして、②使用貸借権の設定の１番について審議いたします。法令に基づく詳

細な説明をお願いいたします。 

○青柳主査 議案集は１４ページ、案内図・公図は２９ページ、３０ページをご覧くだ

さい。５条②使用貸借権の設定の１番です。 
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  農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和５年８月１８日公告により除

外済みです。除外後は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２

種農地に該当します。 

  転用目的は、専用住宅用地です。 

 資力及び信用については、融資見込み証明書が添付されており、信用性について問

題となる点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和６年１月１６日着手、令和６年

６月８日完了の予定です。 

  計画面積の妥当性については、４９６平方メートルの敷地に、建築面積約１１７平

方メートルの専用住宅を設ける計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ一

般専用住宅の上限である、おおむね５００平方メートルを下回っていることから、妥

当な計画面積となっております。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸

透桝にて敷地内浸透処理とする計画です。また、農業用の用排水施設への支障、集団

的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、②使用貸借権の設定の１番につきまして、小委員長より小委員会報告を

お願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条②使用貸借権の設定の１番につきましては、申

請地は、旧桜田小学校の北、市道長堀線の西側に隣接する農地で、現況は耕作されて

おらず、草刈管理がされ、更地のような状態でした。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、②使用貸借権の設定の１番に関する、ご

意見・ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、②使用貸借権の設定の１番を採決いたしま

す。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②使用貸借権の設定の１番は可

決されました。続きまして農地法第５条②使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認

の２番から４番、及び③賃借権の設定、許可後の計画変更承認の５番から８番につき
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ましては、同一の事業者による同一事業であり、関連がございますので、一括して審

議いたします。法令に基づく詳細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１４ページ、１５ページ及び１７ページ、１８ページをお開きく

ださい。案内図・公図は３１ページ、３２ページとなります。 

５条②使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の２番から４番及び③賃借権の設

定、許可後の計画変更承認の５番から８番です。 

  農地の区分については、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第

２種農地に該当します。 

  計画変更の審査基準への適合状況については、事業計画の変更が故意や重大な過失

によるものではなく、やむを得ない理由によるものと認められること。事業計画に従

って実施されることが確実であること。周辺農地等に及ぼす影響が変更前に比べて増

加しないこと。という要件をすべて満たしていると思われます。 

次に、転用許可基準による検討事項ですが、資力及び信用については、自己資金及

び山砂販売代金を資金とする計画で、信用性において問題となる点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、現在、申請の用途である砂利採取用

地として使用中です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法は、採取計画認可申請書を近日中

に提出する予定です。 

森林法は、林地開発変更許可申請書を近日中に提出する予定です。 

  計画面積の妥当性については、土地利用計画図及び更新する理由書を審査した結果、

妥当な面積であると判断いたしました。なお、計画面積の変更はありません。 

周辺の農地等に係る営農条件への支障については、事業は平成１１年３月１日から

許可を受けて行われているもので、土砂の流出、農業用の用排水施設への支障、集団

的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

  一時転用である場合の妥当性については、転用目的、期間、復元計画等、特に問題

は認められません。 

  その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、②使用貸借権の設定の２番から４番、及び③賃借権の設定の５番から８

番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり） 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法５条②使用貸借権の設定（許可後の計画変更承認）の
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２番から４番及び、③賃借権の設定（許可後の計画変更承認）の５番から８番につき

ましては、申請地は、旧津富浦小学校の北東、市道松子１号線を東側に入った農地で、

現況は砂利採取用地として利用されておりました。 

審査の中で委員より、「事業は平成１１年から続いているが、一時転用の期間に限度

はないのか」との質問があり、事務局から「農振農用地や第１種農地の一時転用の期

間は３年という決まりがあるが、当該申請地は第２種農地なので、特段、期間の定め

はない」との説明がありました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、②使用貸借権の設定の２番から４番、及

び③賃借権の設定の５番から８番に関する、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、②使用貸借権の設定、許可後の計画変更承

認の２番から４番、及び③賃借権の設定、許可後の計画変更承認の５番から８番を採

決いたします。なお、採決は案件ごとに行います。 

それでは、②使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の２番について、小委員長

報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②使用貸借権の設定、許可後の

計画変更承認の２番は可決されました。続きまして、②使用貸借権の設定、許可後の

計画変更承認の３番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②使用貸借権の設定、許可後の

計画変更承認の３番は可決されました。続きまして、②使用貸借権の設定、許可後の

計画変更承認の４番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②使用貸借権の設定、許可後の

計画変更承認の４番は可決されました。続きまして、③賃借権の設定、許可後の計画

変更承認の５番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定、 許可後の計画

変更承認の５番は可決されました。続きまして、③賃借権の設定、許可後の計画変更

承認の６番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定、 許可後の計画
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変更承認の６番は可決されました。続きまして、③賃借権の設定、許可後の計画変更

承認の７番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定、許可後の計画

変更承認の７番は可決されました。続きまして、③賃借権の設定、許可後の計画変更

承認の８番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定、許可後の計画

変更承認の８番は可決されました。続きまして、③賃借権の設定の２番について審議

いたします。法令に基づく詳細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１６ページ、案内図・公図は３３ページ、３４ページをお開きく

ださい。５条③賃借権の設定の２番です。 

  農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

  転用目的は、作業用ヤード用地及び進入路用地です。 

  資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和５年１１月２７日着手、令和６

年３月２９日完了の予定です。 

  計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断いたしました。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、土側溝

を設け、隣接する水路へ排出する計画です。なお、農業用の用排水施設への支障、集

団的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

一時転用である場合の妥当性については、転用目的、期間等、特に問題は認められ

ません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、③賃借権の設定の２番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願

いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条③賃借権の設定の２番につきましては、申請地
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は、法華塚共同利用施設の南、市道成田法ケ塚線を南側に入った農地で、現況は畑と

して管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、③賃借権の設定の２番に関するご意見・

ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、③賃借権の設定の２番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定の２番は可決さ

れました。続きまして、③賃借権の設定の３番について審議いたします。法令に基づ

く詳細な説明をお願いいたします。 

（青柳主査の挙手あり) 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は同じく１６ページ、案内図・公図は３５ページ、３６ページをご

覧ください。５条③賃借権の設定の３番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

転用目的は、仮設事務所及び資材置き場用地です。 

資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１１月１日着手、令和６年

２月２９日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断いたしました。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水は

自然浸透とする計画です。なお、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農

地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

一時転用である場合の妥当性については、転用目的、期間等、特に問題は認められ

ません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、③賃借権の設定の３番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願

いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 
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○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条③賃借権の設定の３番につきましては、申請地

は、芝共同利用施設の東、市道芝昭栄線の北側に隣接する農地で、現況は砕石敷きの

状態で雑種地として利用されておりました。審査の結果、異議はございませんでし

た。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、③賃借権の設定の３番に関するご意見・

ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、③賃借権の設定の３番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定の３番は可決さ

れました。続きまして、③賃借権の設定の４番について審議いたします。法令に基づ

く詳細な説明をお願いいたします。 

   （青柳主査の挙手あり） 

○議長 青柳主査 

○青柳主査 議案集は１７ページ、案内図・公図は３７ページ、３８ページをご覧くだ

さい。５条③賃借権の設定の４番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

転用目的は、店舗用地です。 

資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、令和５年１２月１日着手、令和６年

２月２９日完了の予定です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、都市計画法につきましては、近日中に開発許

可申請が提出される予定です。道路法につきましては、道路工事施行承認申請書が令

和５年９月１４日付けで提出されております。 

計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断いたしました。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水は

浸透貯留槽に集水し、市道側溝へ放流する計画です。なお、農業用の用排水施設への

支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 
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○議長 次に、③賃借権の設定の４番につきまして、小委員長より小委員会報告をお願

いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条 ③賃借権の設定の４番につきましては、申請

地は、遠山公民館の西、市道川栗畑ケ田線の西側に隣接する農地で、現況は耕作され

ておらず、草刈管理がされ、更地のような状態でした。審査の結果、異議はございま

せんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、③賃借権の設定の４番に関するご意見・

ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、③賃借権の設定の４番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定の４番は可決さ

れました。 

以上で、議案第３号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第４号、令和５年度、第８次農用地利用集積計画の決定については、

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、浅井 委員、小川 委員、藤崎 委

員の３名は、議事に参与できませんので、暫時退室願います。 

（浅井、小川、藤崎委員 退室）  

○議長 それでは、議案第３号、令和５年度、第８次農用地利用集積計画の決定につい

て、を提案いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集１９ページをお開き願います。 

議案第４号、令和５年度、第８次農用地利用集積計画の決定について、でございま

す。 

成田市長より２０ページに記載のとおり、令和５年度、第８次農用地利用集積計画

（案）について、の協議がありましたので、提出いたします。 

計画の概略につきましては、２１ページから２３ページの総括表により、ご説明い

たします。なお、詳細の農用地利用集積計画一覧表につきましては、２４ページから

５８ページをご覧ください。 
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それでは、議案集２１ページをご覧ください。 

１．利用権設定、賃借権でございます。 

契約期間１０年のものが、すべて畑で３筆１件、５，６０６㎡で、詳細は２４ペー

ジの１番でございます。 

内訳につきましては、すべて新規設定でございます。 

議案集２２ページでございます。 

２－１．集積計画一括方式による利用権設定、使用貸借権でございます。 

契約期間５年のものが、田１筆１件、５８１㎡で、詳細は２５ページの１番でござ

います。 

契約期間１０年のものが、１５，８０４㎡、田７筆２件、５，６９１㎡、畑は１１

筆５件、１０，１１３㎡で、詳細は２５ページの２番から２６ページの８番でござい

ます。 

続きまして、賃借権でございます。 

契約期間５年のものが、すべて田で２２筆８件、２０，９１５㎡で、詳細は２６ペ

ージの９番から２７ページの１６番でございます。 

契約期間１０年のものが、３９０，５１６㎡、田２５４筆６３件、３４４，６４０

㎡、畑は１８筆８件、４５，８７６㎡で、詳細は２７ページの１７番から４０ページ

の８７番でございます。 

契約期間１０年２カ月のものが、すべて田で１８筆２件、２８，９０９㎡で、詳細

は４１ページの８８番及び８９番でございます。 

合計の契約面積は、４５６，７２５㎡、田３０２筆７６件、４００，７３６㎡、畑

が２９筆１３件、５５，９８９㎡でございます。 

内訳につきましては、新規設定の契約面積が２０８，５３７㎡、田１３９筆４１件

で１８５，６７１㎡、畑は１３筆５件、２２，８６６㎡、再設定の契約面積は２４８，

１８８㎡、田１６３筆３５件で２１５，０６５㎡、畑は１６筆８件、３３，１２３㎡

でございます。 

続きまして、議案集２３ページでございます。 

２－２．集積計画一括方式による利用権設定の転貸でございます。 

詳細につきましては、議案集４２ページから５８ページの農用地利用集積計画一覧

表のとおりでございますが、中間管理権に基づく転貸となるため、先ほどご説明いた

しました、２－１．集積計画一括方式による利用権設定と同じ数値となっております

ので、ご確認ください。 

以上で、議案第４号、令和５年度、第８次農用地利用集積計画の決定について、の

説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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○議長 次に、議案第４号について、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 議案第４号、令和５年度、第８次農用地利用集積計画の決定につきまして

は、特に質疑はなく、審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第４号、令和５年度、第８次農用地利

用集積計画の決定について、を採決いたします。本案について、小委員長報告のとお

り、賛成の委員の挙手を求めます。 

   （挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、本案は可決されました。以上で、議案第４号

の審議を終わらせていただきます。 

退室されていた委員の入室をお願いいたします。 

（浅井、小川、藤崎委員 入室） 

 

○議長 次に、報告第１号、専決処分について、を議題といたします。事務局より説明

をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集５９ページをお開きください。 

報告第１号、専決処分について、でございます。 

成田市農業委員会事務局処務規程第７条第１項の規定により、専決処分をしました

ので、報告いたします。 

議案集６０ページでございます。 

①農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。４件の届出がございま

した。この届出は、相続等により農地の権利を取得した場合の届出でございます。内

容につきましては、記載のとおりでございます。書類を受理し、専決処分をいたしま

した。 

議案集６１ページでございます。②農地法第４条第１項第７号の規定による農地転

用の届出でございます。６件の届出がございました。この届出は、市街化区域内の農

地の所有者が、自ら農地を転用する場合の届出でございます。内容につきましては、

記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理し、

専決処分をいたしました。 
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議案集６３ページでございます。③農地法第５条第１項第６号の規定による農地転

用の届出でございます。２件の届出がございました。この届出は、市街化区域内の農

地を、所有者以外の者が、権利の移転や設定を受けて、転用する場合の届出でござい

ます。内容につきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備してお

りましたので、書類を受理し、専決処分をいたしました。 

議案集６４ページでございます。④転用事実確認証明でございます。５条で５件の

証明願がございました。この証明は、転用の許可や届出後に、申請内容どおり転用が

完了しているかどうかを確認して、証明書を交付しているものでございます。内容に

つきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しており、事務局職

員が転用事実について現地調査したところ、記載内容のとおりでございましたので、

事務局長専決により証明書を交付いたしました。 

以上で、報告第１号、専決処分について、を終わらせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 報告第１号、専決処分につきましては、質問等はございませんでした。 

以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第１号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を議題

といたします。事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり） 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集６６ページをお開きください。 

報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。 

１３件の通知がございました。賃借人及び賃貸人双方の合意に基づく賃貸借契約の合

意解約通知でございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いた

しました。 

以上で、報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を終わら

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 
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（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知につきましては、委

員より、１８条第６項で解約した報告の中で、「今回、あっせんが成立しているようだ

が、所有権移転が入っていない。来月の総会議案として提案されると考えて良いか」

との質問があり、事務局から、「来月には提案する予定です」との説明がありました。 

その他、質問等はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第２号を終了させていただきます。 

○議長 次に、報告第３号、あっせんの結果について、を議題といたします。あっせん

委員より、あっせん結果の報告をお願いいたします。 

（湯浅 委員の挙手あり) 

○議長 湯浅 委員 

〇湯浅委員 報告第３号、あっせん結果についてご報告いたします。 

８月の総会において、あっせんの実施について承認され、諏訪和惠委員と私が、あ

っせん委員に指名された案件でございます。 

申出人は長沼にお住まいの方です。 

申請地は、長沼及び南部の田７筆、合計６，８７５㎡でございます。５名の相手方

候補者があげられました。 

８月１０日に順位１番の候補者の方にあっせんしたところ、自らの耕作地に近い３

筆について買受の意向があり、調整の結果、双方合意に至り、あっせんが成立いたし

ました。同日に順位２番の候補者の方にあっせんしたところ、残り４筆中、自らの耕

作地に近い２筆について買受の意向があり、調整の結果、双方合意に至り、あっせん

が成立いたしました。１１日に順位３番の候補者の方にあっせんしたところ、残り２

筆中、自らの耕作地に近い１筆について買受の意向があり、調整の結果、双方合意に

至り、あっせんが成立いたしました。同日に順位４番の候補者の方にあっせんしたと

ころ、買受の意向はありませんでした。同日に順位５番の候補者の方にあっせんした

ところ、残りの１筆について買受の意向があり、調整の結果、双方合意に至り、あっ

せんが成立いたしました。 

以上で、申出の農地すべてにおいてあっせんが成立しましたので、８月３０日付け

で、あっせん調書を作成しました。なお、本件におきましては、令和５年度第９次農

用地利用集積計画において、所有権移転を行う予定でございます。以上でございます。  

○議長 ただ今の報告に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 
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（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 報告第３号、あっせんの結果につきましては、質問等はございませんでし

た。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第３号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、を議題といた

します。事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり） 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集７０ページをお開きください。 

  報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、でございます。全体で４

件の届出がございました。 

  ①農地法施行規則第５３条第１４号の規定による届出として、認定電気通信事業者

が行う中継施設等の設置届が２件ございました。携帯電話無線基地局設置に伴う届出

であり、添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

続きまして、議案集７１ページでございます。 

②千葉県農地転用関係事務指針の規定による、軽微な農地改良の届出が２件ござい

ました。この届出は、従前と同等以上の土砂を用いて農地に盛土を行う場合の届出で

ございまして、高さは１ｍ未満、面積は５００㎡未満、事業期間は３か月を超えない

などの要件がございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いた

しました。 

以上で、報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用について、を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いいたします。 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 報告第４号、農地法の許可を要しない農地転用につきましては、質問等は

ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

（なしの声あり) 

○議長 質問等が無いようですので、報告第４号を終了させていただきます。 
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○議長 次に、報告第５号、農地等の現況に関する照会について、を議題といたします。

事務局より説明をお願いいたします。 

（井上事務局長の挙手あり） 

○議長 井上事務局長 

〇井上事務局長 議案集７２ページをお開きください。 

  報告第５号、農地等の現況に関する照会について、でございます。 

①法務局の照会分として、千葉地方法務局 香取支局より１件、成田出張所より４件、

合計５件の農地等の現況に関する照会がございました。 

運営委員会などの際に現地調査を行っていただいた結果、記載内容のとおり回答し

ましたのでご報告いたします。 

以上で、報告第５号、農地等の現況に関する照会について、を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いいたします 

（坂田 小委員長の挙手あり) 

○議長 坂田 小委員長 

○小委員長 報告第５号、農地等の現況に関する照会につきましては、質問等はござい

ませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いいたします。 

   （なしの声あり） 

○議長 質問等が無いようですので、報告第５号を終了させていただきます。 

以上で、本日の議案審議並びに報告事項は、すべて終了いたしました。 

長時間にわたり慎重審議、誠にありがとうございました。 

これを持ちまして、第４回成田市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

（閉会 午後３時４５分） 
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上記のとおり会議次第を記載し、相違ないことを証するため署名する。 
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